
登録無形文化財に登録された「京料理」をはじ

めとする和食の振興について

【担当省庁】外務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省

京都の料理人等により継承されてきた伝統的な食文化（料理技術及

び作法）や、和食のユネスコ無形文化遺産登録 10 周年を契機とした、

国内外への積極的な情報発信など国全体で和食の振興に係る機運醸成

について、以下の措置を講じていただきたい。

○｢京料理｣の保存・継承に資する取組への財政的支援

○｢京料理｣など和食のイベントや農林水産物の需要開拓など、地方

自治体等による文化観光推進や食文化の魅力発信に係る取組の予

算の確保

【現状・課題等】

■無形文化財の登録制度の新設に係る経緯

▶ 平成 25 年度：和食のユネスコ無形文化遺産登録

▶ 平成 29 年度：文化芸術基本法において、「食文化」の振興を図ることが明記

▶ 令和３年度 ：文化財保護法が改正され、食文化など無形の文化財を保護する登

録制度が新設

▶ 令和４年度 ：京料理が登録無形文化財に登録
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【国の事業等】

■地域独自の観光資源を活用した地域の看板商品の創出〔観光庁〕

（令和４年度予算約 101 億円）

▶ 地域の稼げる看板商品の創出を図るため、食等の地域ならではの観光資源を活用

したコンテンツの造成から販路開拓まで一環した支援を実施

○特色ある食文化や伝統的なわざに関する食文化コンテンツを造成する取組

○食文化を活用した観光に通じ、地域活性化にも資する取組

【京都府の取組】

■これまでの京都府の和食に関する取組

▶ 平成 23 年度：国に対して「日本料理」をユネスコ無形文化遺産への登録を要望

▶ 平成 25 年度：京都府無形文化財として「（京料理）会席料理」を指定

▶ 平成 26 年度：「京都・和食文化推進会議」の設立

京都府立大学に「京都和食文化研究センター」を開設

▶ 平成 27 年度：「京都・和食の祭典」開催（平成 27 年度から開催）

ミラノ国際博覧会日本館京都ウィークで「京料理」を発信

▶ 令和元年度 ：京都府立大学「和食文化学科」開設

■京都の食文化・無形文化財「京料理」の魅力発信事業（令和４年度）

▶ 無形文化財の登録を目指す「京料理」の芸術的価値を普及し、京料理及び関係産

業の活性化を図るとともに、食文化の歴史的価値を府民に広く知っていただく取

組として実施

▶ 京料理まるごと博覧会（仮称）「京料理フェア」、京料理まるごと体験ツアー（仮

称）を開催予定

■無形文化遺産｢和食｣発信事業 （令和４年度予算 24 百万円）

▶ 京料理など食文化の情報発信や、和食の魅力を体感できるイベントの開催、料理

人の人材育成等を実施

■文化観光推進事業費 （令和４年度予算４百万円）

▶ 京都ならではの本物の文化を体験できる文化観光の推進


